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   児童生徒の自殺予防について（通知） 

 このことについて、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から、別添写しのとおり通

知がありましたので通知します。 

 児童生徒の自殺予防については、これまでも自殺対策基本法（平成 18年法律第 85号）

等に基づき、各学校等において取組を進めていただいているところですが、近年、自殺者

全体の総数は減少傾向にあるものの、自殺した児童生徒数は高止まりしている状況にあり

ます。 

 本道においても、自殺と疑われる事案や自殺未遂が発生しており、悩みを抱えた児童生

徒の早期発見など、自殺予防に向けた取組を行うことが重要となっています。 

 つきましては、「自殺対策強化月間（３月）」及び学年始めにおいて、各学校等では、相

談窓口の周知徹底を行うとともに、別添写しの内容を参考として、児童生徒の自殺予防に

向けた取組を適切に行い、児童生徒の心身の状況の変化の有無について注意し、自殺を企

図する兆候が見られた場合には、保護者や関係機関と連携しながら組織的に対応するなど、

特段の配慮をお願いします。 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  
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3月は、自殺対策強化月間です。



平成２７年版自殺対策白書から抜粋

（過去約４０年間の厚生労働省「人口動態調査」の調査票から内閣府が独自集計）

【平成２７年版自殺対策白書（内閣府作成）の関係記述】

児童生徒の自殺を防ぐためには、学校や家庭、地域においての対応や連携が重要
であるが、自殺が起こりやすい時期が事前に予想できるのであれば、その時期に集中
的な対応を行うことで一層の効果が期待できると考えられる。
18歳以下の自殺者において、過去約40年間の日別自殺者数をみると、夏休み明け

の９月１日に最も自殺者数が多くなっているほか、春休みやゴールデンウィーク等の
連休等、学校の長期休業明け直後に自殺者が増える傾向があることがわかる。

学校の長期休業の休み明けの直後は、児童生徒にとって生活環境等が大きくかわ
る契機になりやすく、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすいと考えられる。こ
のような時期に着目し、彼らの変化を把握し、学校や地域、あるいは家庭において、児
童生徒への見守りの強化や、児童生徒向けの相談や講演等の対応を集中的に行うこ
とは効果的であろう。
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